
審決

取消２０１６－３００５８６

石川県白山市下柏野町１５３番地
請求人 ＥＩＺＯ 株式会社

大阪府大阪市北区中之島二丁目２番７号中之島セントラルタワー
代理人弁理士 特許業務法人深見特許事務所

東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地
被請求人 メタウォーター 株式会社

東京都千代田区霞が関３丁目８番１号 虎の門三井ビルディング
代理人弁理士 特許業務法人酒井国際特許事務所

　上記当事者間の登録第５６０８８７７号商標の登録取消審判事件につい
て、次のとおり審決する。

結　論
　本件審判の請求は、成り立たない。
　審判費用は、請求人の負担とする。

理　由
第１　本件商標
　本件登録第５６０８８７７号商標（以下「本件商標」という。）は、別掲
のとおりの構成からなり、平成２５年４月１７日に登録出願、第９類「水質
計，その他の測定機械器具，電気通信機械器具，電子計算機用プログラム，
その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第４２類「電子計算機の貸
与，コンピューターサーバーの記憶領域の貸与，電子計算機用プログラムの
提供」を含む、第９類及び第４２類に属する商標登録原簿に記載のとおりの
商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年８月１６日に設定登録さ
れ、現に有効に存続しているものである。
　そして、本件審判の予告登録は、平成２８年９月５日にされたものであ
る。

第２　請求人の主張
　請求人は、本件商標の指定商品及び指定役務中、第９類「水質計，その他
の測定機械器具，電気通信機械器具，電子計算機用プログラム，その他の電
子応用機械器具及びその部品」及び第４２類「電子計算機の貸与，コン
ピューターサーバーの記憶領域の貸与，電子計算機用プログラムの提供」
（以下「取消請求商品及び役務」という。）についての登録を取り消す、審
判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように
述べ、証拠方法として甲第１号証を提出した。
　本件商標は、その指定商品及び指定役務中、取消請求商品及び役務につい
て、継続して３年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使
用権者のいずれかによって使用された事実は存在しないから、商標法第５０
条第１項の規定により取り消されるべきである。
　なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。
　　　
第３　被請求人の答弁
　被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のよう
に述べ、証拠方法として、乙第１号証ないし乙第９号証（枝番を含む。）を
提出した。
　なお、証拠において、枝番全てを示す場合は、以下、枝番を省略する。



１　本件商標は、商標権者によりその指定商品である「電子応用機械器具」
について、本件審判の請求の登録日前より日本国内で継続的に使用されてい
る。
（１）乙第１号証は、本件商標の使用対象商品（以下「本件装置」とい
う。）の販売用リーフレットである。
　乙第１号証には、大きく本件商標が表示され、本件装置の写真にも本件商
標が付されている。
　本件装置は、主に浄水場、下水処理場において、施設の運転情報（例え
ば、ポンプＯＮ、ポンプＯＦＦ）、異常情報（例えば、水質異常発生、水質
異常復旧）、計測値（例えば、浄水場への流量、取り込んだ原水の濁度）と
いった情報を収集・蓄積・加工・転送するためのサーバーコンピューターで
ある。
　本件装置は、浄水場や下水処理場を運営する地方自治体やその委託を受け
て施設を管理点検するメンテナンス事業者に対して販売・貸与するもので、
販売台数は限られることからカタログや取り扱い説明書は、印刷会社に発注
するのではなく、自社で制作している。
（２）乙第２号証は、本件装置の取り扱い説明書である。
　本件装置の機能は、データ収集機能、データ蓄積機能、データ転送機能、
データ加工機能があり、商標権者が開発したソフトウェアを搭載している。
（３）乙第３号証は、乙第１号証及び乙第２号証をＲ＆Ｄセンター所属の研
究開発者が平成２６年２月に作成した事実に関する環境開発部部長による証
明書である。
（４）乙第４号証は、商標権者が本件装置の製造を富士アイティ株式会社
（以下「富士アイティ社」という。）に委託した際に、先方から示された製
造費用に関する見積書である。
　乙第４号証中に、件名又は品名として「ＧＳＡ２＿ＩＯ」
「ＧＳＡ２ＩＯ」とあるのは、乙第２号証の「特長」の欄に
「ｉ－Ｃｕｒａｔｏｒは、ＧＳＡ２に入出力部を一体化させた装置です。」
とあるように、既存の施設監視用サーバーコンピューターである
「ＧＳＡ２」の改良品（入出力部を意味するＩＯをＧＳＡ２に付加）である
ことを意味するものである。
（５）乙第５号証に示すとおり、商標権者は、富士アイティ社に本件装置
１００台の製造を発注し、乙第６号証に示すとおり、本件装置は、平成２５
年５月２０日に納品され、請求書が発行されている。
（６）乙第７号証は、株式会社エステム（以下「エステム社」という。）か
らの平成２８年４月７日付け見積依頼書である。件名として
「Ｉ－ｃｕｒａｔｏｒ　１台」との記載があり、見積仕様書にも「広域監視
コンテンツ」として、マンホールポンプに設置するＩ－ｃｕｒａｔｏｒ　１
台についての買取費用の見積を求めた事実が記載されている。
（７）乙第８号証は、乙第７号証の見積依頼に対する回答として、エステム
社へ送られた見積書である。
　品名として、「Ｎ市マンホールポンプ様向け　広域監視サービス（従来型
　機器買取）　機器費　Ｉ－Ｃｕｒａｔｏｒ　１台」等と記載されている。
（８）乙第９号証は、本件装置を示す参考写真である。
　当該写真は、本件審判の請求の登録後に撮影されたものであるが、本件装
置に本件商標が直接表示されている事実を確認することができる。
２　結語
　以上の証拠により、被請求人は、本件商標の商標権者による本件審判の請
求の登録日前３年以内において、本件商標の「電子応用機械器具」について
の日本国内使用事実を立証し得た。
　　　
第４　当審の判断
１　被請求人の主張及び提出した証拠によれば、以下のとおりである。
（１）乙第１号証の１は、左上に、「ｉ－Ｃｕｒａｔｏｒ　利用シーン」の
見出しの下、「遠隔でもできる施設監視／ｉ－Ｃｕｒａｔｏｒをインター
ネットに接続することで、施設から離れた場所でも施設監視を行うことがで
きます。／収集した信号の値は・・・／ｉ－Ｃｕｒａｔｏｒには施設に異常
が発生した際、メール発信する機能も備わっており、施設の健康状態を素早
く把握できます。」との記載があり、同左下に、商標権者の名称及び住所が
記載され、同右下に「Ｂｕｉｌｔ　ｏｎ　ＧＳＡ２　
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」の記載、該文字の上部には、本件商標と社会通念上



同一の商標の表示があり、商標の上部には、「希望小売価格　オープンプラ
イス」等の記載があることから、乙第１号証は、本件装置
「ｉ－Ｃｕｒａｔｏｒ」に関する商標権者の販売用カタログ（リーフレッ
ト）であるといえる。
　そして、該カタログに掲載されている本件装置の写真の表面には、本件商
標と社会通念上同一の商標の表示がある。
（２）乙第２号証は、「ＳＰＥＣＩＦＩＣＡＴＩＯＮＳ　ＳＨＥＥＴ」、
「ｉ－Ｃｕｒａｔｏｒ」の見出しの下、「概要／ｉ－Ｃｕｒａｔｏｒは
フィールド情報を収集して現場の情報を手軽に分かりやすく扱うことのでき
るユニット装置です。施設や装置を管理することなどに利用できます。
ＧＳＡ２に入出力部を一体化させたことによってトータルエンジニアリング
コストを抑制しています。」との記載及び２頁以降の「制御部仕様」、「デ
ジタル・パルス入力仕様」、「アナログ入力仕様」、「ＡＣアダプタ仕様」
等の記載より、全８頁からなる本件装置「ｉ－Ｃｕｒａｔｏｒ」に関する取
扱い説明書といえる。
　そして、該７頁の「外形図」で表されている本件装置の図の表面には、本
件商標と社会通念上同一の商標の表示があり、最終頁の８頁には、「本件商
標はメタウォーターの登録商標です。」の旨の記載と左下に商標権者の名称
及び住所が記載され、各頁下には、「ＭＷＴＤＪ５００２０」及び「メタ
ウォーター株式会社」の表示がある。
（３）乙第３号証は、「カタログ（『アイキュレーターＢｕｉｌｔ　ｏｎ　
ＧＳＡ２　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ』）及び、ＳＰＥＣＩＦＩＣＡＴＩＯＮ　
ＳＨＥＥＴ（ＭＷＴＤＪ５００２０）は、メタウォーター株式会社Ｒ＆Ｄセ
ンター所属の研究開発者が顧客への製品説明に用いる目的で２０１４年（平
成２６年）２月に作成したものである。」を旨とするＲ＆Ｄセンター環境技
術開発部部長による平成２８年１０月１９日付けの証明書である。
（４）乙第４号証は、富士アイティ社が商標権者に宛てた２０１３年３月
３０日付け見積書である。品名欄に「ＧＳＡ２ＩＯ／型
式：ＦＳＡ３－ＤＡ００【手配型式：ＦＳＡ３－ＤＡ００（Ｍ）】」、その
内訳として「本体」、「ＡＣ電源アダプタ」、「ＧＳＡプラットフォームシ
ステムソフト内蔵」等の記載、数量欄に「１００台」との記載があって、
「注文No．」を「Ｐ０００２８３９３」とし、「依頼No．」を
「Ｒ３０００６８１０」とするものである。
（５）乙第５号証及び乙第６号証は、商標権者から富士アイティ社に宛てた
２０１３年４月２３日付けの注文書（控）及び富士アイティ社から商標権者
に宛てた同年５月２０日付けの請求書であって、それぞれ「注文
（書）No．Ｐ０００２８３９３」、「依頼No．Ｒ３０００６８１０」、品
名・規格寸法欄に「ＧＳＡ２ＩＯ／ＦＳＡ３－ＤＡ００」、数量欄に
「１００台」との記載があり、該「ＧＳＡ２ＩＯ」は、同年５月２０日に商
標権者に納品されている。
（６）乙第７号証は、エステム社からの２０１６年（平成２８年）４月７日
付け見積依頼書及び別紙見積仕様書であって、見積依頼書には、件名として
「Ｉ－ｃｕｒａｔｏｒ　１台」との記載、３葉目の見積仕様書の「２．広域
監視コンテンツ」には、「監視機種」の欄の５行目に
「Ｉ－ｃｕｒａｔｏｒ」、「台数」の欄に「１」、「設置位置」の欄に「マ
ンホールポンプ」及び「備考」欄に「買取費用」との記載、及び乙第８号証
は、乙第７号証の見積依頼に対する回答として、商標権者からエステム社宛
ての同日付け見積書であって、品名として、「Ｎ市マンホールポンプ様向け
　広域監視サービス（従来型　機器買取）」、「機器費　
Ｉ－Ｃｕｒａｔｏｒ　１台」等と記載されている。
（７）乙第９号証は、本件装置を示す参考写真であって、商標権者は、当該
写真は、本件審判の請求の登録後に撮影したものと主張しているところ、本
件装置の表面に本件商標と社会通念上同一の表示が付されている。
２　判断
　上記によれば、商標権者は、富士アイティ社に品名を「ＧＳＡ２ＩＯ」と
する装置の製造を委託し、該装置は、要証期間前の平成２５年５月２０日に
納品されている。そして、商標権者は、平成２６年２月に、顧客への製品説
明に用いる目的で、「ＧＳＡ２」とする装置と入出力部（ＩＯ）を一体化し
た装置である本件装置のカタログ及び説明書を作成したと認められる。
　そうすると、商標権者が富士アイティ社に製造委託した品名を
「ＧＳＡ２ＩＯ」とする装置は、本件装置と同一のものといい得るものであ



り、また、本件装置は、データ収集機能やデータ転送機能を有するＧＳＡプ
ラットフォームシステムソフト内蔵のサーバーコンピューターであるといっ
ても差し支えないものである。
　そして、本件装置のカタログ及び説明書に記載の本件装置の写真及び図の
表面には、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付されている。
　さらに、商標権者は、２０１６年（平成２８年）４月７日付けのエステム
社からの見積依頼を受けて、「広域監視サービス（従来型　機器買取）　
Ｉ－Ｃｕｒａｔｏｒ　１台」とする見積書を同日付けでエステム社に宛てて
いる。
　してみると、商標権者は、本件装置に関するカタログ及び説明書を本件審
判の要証期間内（平成２６年２月）に作成し、本件装置に関して機器買取の
見積り（平成２８年４月７日）をしていることから、本件審判の要証期間内
に本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付されている本件装置を販
売目的で有していたといい得る。
３　小活
　以上を総合すると、商標権者は、本件審判の要証期間内に本件装置（ソフ
トウェア内蔵のサーバーコンピューター）に本件商標と社会通念上同一と認
められる商標を付したものと認めることができる。
　そして，上記の使用行為は，商標法第２条第３項第１号にいう「商品に標
章を付する行為」に該当するものと認められる。
　また、本件装置である「ソフトウェア内蔵のサーバーコンピューター」
は、本件審判の取消請求商品及び役務中、第９類の「電子応用機械器具」の
範ちゅうに属する商品である。
４　むすび
　以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前３年以内に日本国内
において商標権者が取消請求商品及び役務に包含される「ソフトウェア内蔵
のサーバーコンピューター」について、本件商標と社会通念上同一と認めら
れる商標の使用をしていることを証明したということができる。
　したがって、本件商標の登録は、取消請求商品及び役務について、商標法
第５０条の規定により取り消すべき限りでない。
　よって、結論のとおり審決する。

別掲（本件商標）

平成２９年　３月　９日

　　審判長　　特許庁審判官 今田 三男
特許庁審判官 田中 幸一
特許庁審判官 大森 友子

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示）　　　　　　　　　　　　　　　
　この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日
（附加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、この審決に係
る相手方当事者を被告として、提起することができます。　　　　　　　　
　（この書面において著作物の複製をしている場合のご注意）　　　　　　
　　特許庁は、著作権法第４２条第２項第１号（裁判手続等における複製）
の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害
とならないよう十分にご注意ください。

〔審決分類〕Ｔ１３２　．１　　－Ｙ　　（Ｗ０９４２）



審判長　　　特許庁審判官 今田　三男 7853
　　　　　　特許庁審判官 田中　幸一 7946
　　　　　　特許庁審判官 大森　友子 8966


